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1 目的・枠組み

本稿の目的は、企業・組織の従業員が経営に関わる事項について発言・関与することで上位

者と従業員の情報の非対称性が軽減されて組織のパフォーマンスが向上するという命題に対し

て、過去の研究から理論的な整理と今後の展望について検討を行うことである。具体的には、

従業員の発言・沈黙行動についての議論について、労働経済学と組織行動論のそれぞれの研究

分野でどのように議論され、どのように補完関係にあるかを確認し、今後の理論的な展開とし

て心理的契約の履行・不履行の時間的変化に着目した発言・沈黙行動の背景を説明しうること

を試論として提示することである。

ここで念頭に置く因果関係は、以下の3通りである。第一に、従業員の発言は組織要因に左

右され、従業員の発言は組織の業績・存続に影響を及ぼすという関係である。第二に、従業員

の発言は心理的資本を蓄積させ、これが中長期的に組織パフォーマンスに正の影響を及ぼすと

いう関係である。第三に、これらのことから従業員の発言を促す組織要因に配慮することが重

要と訴える点である。
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本稿で念頭に置く従業員とは、企業・組織において各部門を統括して上層部や部門間との調

整を行う中堅層（各部署のマネージャーなど）である。年代や入社後の年数を具体的に設定す

るのは難しいが、想定する企業像（内部労働市場が確立された日本の中堅以上の企業）から少

なくとも新卒間もない若手や、いわゆるキャリア採用であっても入社直後の人材は想定しない。

この層による発言の対象として、企業・組織の経営に関わる問題への発言・関与を扱い、日

常的職場レベルでの細かなものは念頭に置かない。本稿が想定する中堅層の従業員は、組織の

運営上重要な現場の情報を保持しているとともに水平的・垂直的なコミュニケーションを絶え

ずおこなっていることから、中堅層の従業員が経営に対して発言・情報共有をすることには戦

略的な意義があると考えられる。

従業員の行動モードとしての発言と沈黙については、Hirschman（1970）が提示した「離脱・

発言・忠誠（Exit,Voice,andLoyalty）」の枠組みを軸に検討を行う。Hirschman（1970）は、

この枠組みが消費者行動、組織や国家の構成員が取り得る選択肢として、離脱（商品の購入を

やめたり、組織を退出すること）、発言（商品・組織・国家が改善されることを期待して意見

や不満を表明すること）、忠誠（商品・組織・国家を改善させたいと考える期待、あるいはい

ずれ改善することを期待している状態）を挙げ、それぞれの関係について述べた。本稿におい

ては、組織に属する従業員が持つ選択肢にこの枠組みを適用し、従業員が企業の意思決定に対

して発言・関与する機会があることで、従業員の忠誠心と生産性が向上し、これによって離脱

（退職）による機会費用の削減にもつながる、という構図を想定する。

Hirschman（1970）の枠組みについては、後に4つ目の選択肢として無視（neglect）や沈

黙（silence）が多くの論者によって提起され、既存の多くの論考においては沈黙（silence）よ

りも無視・軽視・気にかけることを怠るneglectを挙げるものが多い（Farrell,1983;Rusbult

etal.,1988;TurnleyandFeldman,1999;MorrisonandMilliken,2000）。Silenceとneglect

はいずれも積極的な発言・関与をしないことでは共通しているが、その行動をとる動機が異な

る。Silence（特に後に述べる黙従的沈黙）は従業員の意に反してそうせざるを得ない状況で

あるのに対して、neglectには無視をすることへの一定の自発的意志が含意として存在するこ

とから、neglectしても主体が必ずしも窮地に立たされないことが想定される。つまりneglect

はsilenceと比べて従業員と上位者がより対等な立場の場合に取る態度と言える2）。一方で労

使関係においては、労使の力関係に不均衡が生じると、相対的弱者である従業員は多くの場合

沈黙を選択するケースが想定できる。Dowdingetal.（2000）でもハーシュマンの類型とそこ

から派生したモードについて再検討を行っており、離脱と発言の対極にあるのは沈黙と「離脱

しないこと（non-exit）」であると結論づけている（Dowdingetal.,2000,p.482）。このこと

は離脱と発言が従業員の意志による行動である一方、沈黙は消極的にとらざるを得ない態度で

あることを裏付けている。

本稿で念頭に置くのは組織の長期的な改善のために意思ある発言・関与をするか否かであり、

経営研究 第72巻 第3号194



発言の意志があってもできない状態を説明する語としては沈黙のほうが適切と考えられる。

2 前提・背景

2.1 内部労働市場の形成と弱体化の兆し

まず、従業員の発言・沈黙の議論の前提として、日本の従業員がおかれた雇用環境や労使関

係の変遷と現状を概観する。

第二世界大戦後の復興に伴う労働供給不足の状況の中で企業側は労働者の囲い込みを優先し、

労使の立場を同等にしようと図る中道派の労働組合が経営への発言と条件交渉の両方を認める

ように推し進めていった（Gordon,2001,p.40）。戦後数十年にわたり高度成長による労働需要

と完全雇用に近い状況が続き、企業内組合と年功序列・終身雇用が常態化し、それによって若

手の一括採用の市場を除けば、それ以上の世代における労働市場が発達しなかった（Abegglen,

1985）。この制度は、企業にとっては人材流失に伴うスキルの流失や機会費用を回避できると

ともに、労働者にとっては安定的雇用を実現する互恵性があったと言える。Doeringerand

Piore（1985）が米国を例に議論を提起したように、日本においても上記のような背景で内部

労働市場が形成されていった。MilgromandRoberts（1992）は内部労働市場の理論的根拠と

して長期雇用、限られた入職口、内部昇進による空席の補充、仕事に付与された個人の業績が

二次的にしか勘案されない給与システムの4点を挙げており、日本で形成された内部労働市場

についてもこれら全ての条件を満たしていたと考えられる（MilgromandRoberts,1992,邦

訳403417頁）。しかも中途採用の市場が発達しなかった分、内部労働市場の中で部署異動を

繰り返す構造が成立した。この構造によって、従業員の多くは組織を離脱（退職）するという

選択肢が現実的ではなくなっていった。Aoki（2001）はこれらの一連の重層的な要素を日本的

制度（Jモデル）と位置づけ、その特徴として内部労働市場の発達と年功序列を基にしたヒエ

ラルキー、株式の持ち合い、官僚制多元主義国家など各種の制度に相互補完性があったと説明

している（Aoki,2001,邦訳418頁）。

しかし1990年代以降多くの日本の製造業・サービス業が国際競争にさらされて大幅なコス

ト削減を余儀なくされ、また同時期に行われた各種の政策的な変化もありJモデルのような

均衡状態に変化が生じるようになっている。この流れから、従来的なブルーカラーとホワイト

カラーが一体化した日本の内部労働市場においても弱体化が見られる。特に顕著な変化として

2000年代から非正規雇用が増加していったことが挙げられるが、このことは集団交渉から多

くの人が離脱していったことを意味する。そしてこれが進むことで労働組合員の高学歴化・高

所得化という倒錯的な現象が起きている（久本,2015,4頁）。

非正規社員は雇用が不安定なだけでなく、沈黙も強いられているといえる。都留他（2009）

は、1992年と2007年に日本の組合員と非組合員の職場不満時の発言と沈黙行動の程度を比較

した調査を行ったが、その結果、賃金水準、福利厚生、労働時間・休日、雇用の安定性、昇
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出所）厚生労働省2019年『雇用動向調査』「第14表 就業形態、勤続期間別離職者の構成
比」および「第15表 就業形態、性別入職・離職者数」をもとに筆者作成。

図1 勤続期間別離職者の推移（全離職者内の割合および人数）（19912018,一般労働者）



進・賞与評価、人事異動、ハラスメントなどの不満要素において、組合員と比べて非組合員

の方が1.5倍から2.0倍も沈黙を強いられていることを明らかにしている（都留他,2009,148

頁）。

また、本稿で注視している正規雇用の中堅の層が離脱しはじめてもいる。図1は厚生労働省

2019年雇用動向調査による勤続期間別離職者（一般労働者）の全離職者内の割合を示してい

て、全体の離職者のうち10年以上勤務した一般労働者の割合が1991年の15.4％から2018年

の25.1％に上昇、人数にして70万人前後から100万人前後に上昇していることが確認できる。

これとほぼ匹敵するレベルで離職しているのが「2年～5年未満」であり、また2010年代以降

「5年～10年未満」が顕著に増加していることが見てとれる（厚生労働省,2019）3）。こうした

「日本的雇用システム」が変化し始めた契機とされているのが1990年代後半の相次ぐ金融機関

の破綻である。しかしそれは、経営に苦しむ事業者側が一斉に解雇したということではなく、

1997年以降に希望退職が一般化していくことが原因として挙げられる（久本,2008,1516頁）。

雇用動向調査における離職の理由のデータを見れば、男女共に「個人的理由」が増加している

ことからもこのことを確認することができる（図2）4）。こうして中堅および若手従業員にとっ

て離脱が現実的な選択肢になりつつあり、内部労働市場が徐々に瓦解しつつあることを表して

いるといえる。このような環境下、経営側としては安定した人的資本を確保するために組織の

要職に就いている従業員の忠誠心に配慮することが従来以上に必要であることを裏付けている

と言えよう。
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注）「事業所側の理由」には「経営上の都合」「出向」「出向元への復帰」が含まれる。「個人的理由」
には「結婚」「出産・育児」「介護・看護」が含まれる。

出所）厚生労働省2019年『雇用動向調査』「第16表 離職理由別離職者数」をもとに筆者作成。

図2 離職理由別離職者数



2.2 企業統治観の変化

第二次大戦後の日本における内部労働市場の形成や、いわゆる協調的な労使関係が保たれた

背景として、経営に関する発言を従業員に促す制度が挙げられる（Inagami,1988;Shimada,

1992など）。しかし1990年代初頭にバブルが崩壊し、企業の多くがそれまでの「日本的」慣

行を見直す動きが強まった。多くの日本企業の製品・サービスが外国企業との競争にさらされ

るようになり、これに勝つためにコスト削減をせざるを得ない状況にあった。このような状況

下、合理化の名のもとに人事評価制度に成果主義が導入され、2010年代の安倍政権下におけ

るコーポレートガバナンス改革とスチュワードシップコードの導入、顧問・相談役等の制度の

廃止など、企業レベル・産業レベル・国家レベルの改革が進められた。これらの一連の改革に

は株主（プリンシパル）の利潤最大化を目指すための企業（エージェント）であるという立場

をとるエージェンシー理論を基準にしているものが多くあることが指摘されていて、これに対

して多くの論考で従業員を含む重層的な統治のあり方の重要性を訴えている（広田,2012;田

中,2014;小池,2015;三品,2016;吉村,2019など）。

このような一連の変化の中でコーポレートガバナンスに直接関係する顕著なものの一つに、

外国人投資家の増加がある。同時期に起きた国際過剰流動性の増加が外国人投資家による日本

企業への投資を加速させ、特に日本の電機・電子、医薬品、化学品、情報・通信業において外

国人投資家比率が顕著な増加を示している（図3）。このような状況下では、従業員の発言・

関与を抑圧する傾向が強くなることが想定できる。野田・阿部（2011）では、「近年観察され

る賃金抑制現象の主要因は株式保有構造の変化であり、そのうちもっとも大きな圧力と考えら

れるのが外国人投資家の影響である」ことを実証している（野田・阿部,2011,4頁）。外国人

投資家のほとんどは機関投資家であり、持ち合い株主のような関係性維持を目的とした長期的

保有とは異なり、投資先企業の株価最大化を目的とする傾向が強い。そこに依拠する会社観は

「会社用具観」である傾向が強く、この動きはコーポレートガバナンスを変質させ、従業員主

権、あるいは従業員による内発的な発言に対しては抑制圧力として働いている可能性がある。

しかしその一方で、昨今の外国の機関投資家は必ずしも近視眼的に投資先企業の収益性向上

や増配ばかりを求めているとは言えず、特に近年は投資先企業の環境的・社会的持続可能性の

指標に対しての要求が多く聞かれることから、外国人投資家が増加することだけを見てガバナ

ンスが短期志向になっていると判断することには注意が必要と言える。こうした外国人投資家

の行動をHirschman（1970）の枠組みで解釈すれば、以下のように説明できる。外国人投資

家の多くは、投資先企業の株価最大化の目的で積極的に発言し、その念頭に置く期間は短期か

ら中長期まで様々である。この存在が一定程度投資先企業の従業員の発言行動を抑圧（沈黙行

動を誘発）する。また、企業間の持ち合いやメインバンクによる保有とは異なり多くの外国人

投資家は投資先の日本企業との取引関係やアライアンス上の関係に基づいておらず、発言や離

脱の行動が忠誠によって左右されにくい。
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3 労働経済学から見た従業員の発言と沈黙

本稿において想定する発言・沈黙の主体は中堅の従業員であるが、労働経済学の分野におい

て中堅の従業員に焦点を当てた研究はこれまでにない。従って本節では従業員一般の発言・沈

黙行動についてのこれまでの議論を整理してゆく。

3.1 発言

労働経済学の分野においては、労働組合や職場懇談会などの労使関係のコンテクストから従
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注）東証一部上場企業中、以下の全ての条件を満たす産業を抽出（除く「その他」および「サー
ビス業」）：「外国法人等」による保有が、①1998年から2018年にかけて500％以上増加；
②2018年時点で保有金額が5兆円以上；③保有比率（全保有者中「外国法人等」の割合）
が2018年時点で20％以上の産業。1988年統計は「化学」と「医薬品」および「卸売業」
と「小売業」は合算でそれぞれ前者に計上。

出所）日本証券取引所『株式分布状況調査』「業種別にみた所有者別単元株主数」をもとに筆者
作成。

図3 外国人投資家による保有額および比率の推移

（東証一部における外国人保有比率の高い産業:1988,1999,2008,2018）



業員の発言や経営参加の効果についての分析を中心に、各種の条件に応じて効果がどう変化す

るかについて論じられてきた。そこでの従業員の発言・関与は主に賃金や職場環境などの条件

交渉と並列の関係であり、発言の単位としては集団や個別による発言（交渉）も存在する。従

業員による経営参加は、労働組合や労使協議会・職場懇談会・職場の非公式グループや個別の

発言機会などを通じて行われる。

従業員による経営参加の効果については、FreemanandLazear（1995）が労使協議会にお

ける従業員の発言の効用についてのモデルを提示し、労使協議会を通じて従業員が公式に経営

に関与することは一定の範囲において業績に正の効果を及ぼすことを説明している。その理由

は従業員が経営者とは常に異なる情報を持っており、その従業員と議論をすることによって組

織が創造性を発揮できるから、としている。また従業員の参加や共同決定は従業員に安全を供

与し、それによって従業員が企業の長期的な将来について考えるようになる効果があるとして

いる（FreemanandLazear,p.49）。以後幾多の研究がFreemanandLazear（1995）を基点

に従業員の発言・経営参加について論じてきた。

KaufmanandLevine（2000）では、労働組合以外の形での従業員による経営参加を、「職場

の他の従業員を何らかの立場で代表し、職場の問題を会社の経営者と協議し、会社が設置・出

資・運営しているもの」と定義している（KaufmanandLevine,2000,pp.149-150）。それは

職場の安全対策委員、問題解決のための小集団、従業員同志の相互評価制度、品質・サービス

向上委員、あるいは役員会などへの従業員代表制度などを指す。またHammer（2000）は従業

員の経営参加の形態として、（1）労働者のモチベーション、就業生活の質、組織の効率化に従

業員が貢献するために組織の意思決定に直接的に参加させること、（2）企業の戦略的レベルで

の意思決定に従業員が間接的に参加し、雇用条件などの広範な問題についての意思決定に発言

権を与えること、（3）職場の公平性と適正なプロセスを確保するための問題解決メカニズム、

の3点を挙げている（Hammer,2000,pp.177-178）。

従業員の行動モードとしての発言・関与を経営参加として説明した加藤（2001）では、財務

的な経営参加と非財務的な経営参加に分けて説明している。財務的な経営参加とは、従業員持

ち株制度、成果配分・利潤分配方式などを指し、非財務的な経営参加は、労使協議機関（経営、

生産、労働条件、福利厚生等の諸条件を労使で協議する常設機関）の設置（ドイツと違い日本

では法律で義務付けられていない）、職場懇談会（職場単位で従業員と管理者が仕事の進め方

や職場環境について話し合う場）、小集団活動（クオリティコントロール、顧客満足customer

satisfaction活動など）を通じた経営への発言・関与を指すとしている（加藤,2001,101103

頁）。

そして、従業員の発言・経営参加は以下の3つの効果があると考えられている（加藤,2001,

107頁）。第一にゴールアラインメント効果があり、これがトップマネジメントと従業員との情

報の非対称性を軽減し、対立的な労使関係を避ける効果がある。また、革新的な人的資源管理
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や自発的な情報共有の仕組みが従業員の忠誠心と生産性を向上させる（KleinerandBouillon,

1991;Ichniowskietal.,1997など）。組織の意思決定の質の向上のためには従業員から経営陣

に向けたコミュニケーションが重要であり、それなしには経営陣は社員の雰囲気に疎くなり、

市場で新たに発生する問題を過小評価したり、従業員の認識とズレた戦略を策定する可能性が

高くなり、戦略面での成功の可能性は劇的に減ると考えられている（Tourish,2005）。第二に、

人的資本効果が挙げられる。従業員に発言権を与えることで、企業からの離脱に伴うコスト削

減につながる（野田,2017;野田,2019など）。第三に、従業員持ち株などの財務的な経営参加

の効果を挙げている。加藤（2001）は、これらの効果はすぐには現れず、かなりの年月を経て

生じることを過去の実証分析などから説明している。

これらの先行研究において、従業員の経営参加については、日頃業務の最前線にいる従業員

から経営者が情報を引き出す仕組みを持つことが戦略上重要であることを共通の前提としてい

ることがわかる。こうした理解から、特にバブル崩壊以降に日本の企業が合理化の名のもとに

実施した諸々の改革の中には、株主資本主義の原則に沿った合理化やリストラだけではなく、

従来よりも民主的で透明性の高い経営のあり方や、従業員の参加を促進する人事評価なども導

入している。その中には、組織上層部の人事評価に従業員の発言を認めたり、いわゆる360度

評価制度（上司だけでなく、同僚や部下も評価を行う）を導入したり、コンプライアンスやハ

ラスメント対策を促す内部告発制度を導入したりすることも含まれる。つまり同時期に多くの

企業がおこなった諸々の改革の中には、従業員の発言行動を促すものかどうかを基準にすると、

改善したものと後退したものが混在している。

なお、加藤（2001）が述べた財務的な経営参加については、企業価値の最大化や生産手段の

運営機能としては逸脱するなどの先行研究もある（占部,1977;Faleyeetal.,2006など）。本

稿の中心的な議論は財務的な参加ではなく発言そのものにあることから、財務的な経営参加の

是非は念頭に置かない。

3.2 沈黙と離脱

労働経済学の分野においては、従業員の沈黙自体が研究の対象とはなっていなく、論文もほ

とんど存在しない。発言と沈黙はあくまでもリニアな関係として捉え、対極として位置づけら

れている。つまり労働経済学における発言・沈黙の議論は、雇用者と被雇用者が対峙している

か、少なくとも両者の立場に線引きがされた伝統的な労使関係を前提にしていて、沈黙を定義

するのであれば発言によるゴールアラインメント効果や人的資本効果が機能していない状態と

して捉える（稲上,1995;Kato,1995など）。また、発言によって従業員の忠誠が向上して離

脱を回避できると考えていることから、沈黙は忠誠を減退させ、離脱を促してしまうものと捉

えることになる。

たとえば都留他（2009）では、労働組合が権利のために闘わず沈黙していても、組織内に組
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合が存在するだけで賃金交渉において雇用者に一定の圧力がかかることを実証している（都留

他,2009,35頁）が、ここで焦点になっているのは労働組合が存在することによる「発言的」

効果であり、組合員の沈黙行動そのものではない。従業員が沈黙行動をとるには複雑な動機や

組織内外の構成員との関係が内在しており、組織行動論の分野からの分析が必要になる。

このことは、労働経済学と組織行動論の両分野が補完関係にあることを裏付けている。実際

に、発言や沈黙行動の細かな動機や効果などに応じた分類については分野を跨いで組織行動論

の見地から考察が行われている。

4 組織行動論から見た従業員の発言と沈黙

本稿において想定する発言・沈黙の主体は中堅の従業員であるが、組織行動論の分野におい

て中堅の従業員を発言・沈黙行動の主体として扱った研究は見当たらない。これまで中堅の従

業員に焦点を当てた研究は、下位者である従業員の発言・沈黙行動と上位者としての中堅従業

員の態度や行動の関係についてであり、あくまでも発言・沈黙の主体は一般従業員である

（DetertandBurris,2007;Hassanetal.,2019など）。従って本節においても従業員一般の発

言・沈黙行動についてのこれまでの議論を整理する。

4.1 発言

従業員が経営に発言・関与を行うことの効果については、先述のとおり労使関係を基準に労

働組合や労使協議会などの集団交渉で経営への提言や不満をマネジメントに伝えて組織からの

離脱を回避し、そのことで生産性が高まるという論点で伝統的に説明がされてきた。一方過去

30年間ほどで、組織行動論の分野においてもマネジメントに向けて発言する際の意思決定の

メカニズムや、どのような状況で何を発言するのかといったことについて研究が進展している

（MorishimaandTsuru,2000;Jacksonetal.,2004;BarryandWilkinson,2016;Burriset

al.,2017など）。その多くは労働経済学の分野のものと比較して心理学的な実証を伴っている。

たとえばDundonetal.（2004）は、従業員による発言の「意味、目的、実践」を検証するた

めの分析枠組みを提示し、従業員の発言の効果については複雑で不可解なことが多いとしなが

らも、いかに従業員の発言行為が組織の制度に埋め込まれているかが重要であることを、イン

グランド、スコットランド、アイルランドの18の組織から収集されたデータ・情報をもとに

論証している（Dundonetal.,2004,pp.1168-1169）。またBairdetal.（2018）では、オース

トラリアの製造業636社への調査を通じて従業員のエンパワーメントを伴う権限移譲の有効性

と組織のパフォーマンスへの影響を調べ、従業員への権限移譲によって直接的・間接的に従業

員のエンパワーメントにつながり、それが組織のパフォーマンスに正の影響を与えたことを示

している（Bairdetal.,2018,pp.266-267）。これらの論考は従業員の発言行為が組織にとっ

て正の効果があることを示している。
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一方で、従業員による経営的意思決定への発言・関与の有効性を条件付きとする研究もある。

FrancaandDoherty（2020）は、スロヴェニアの12の上場企業における調査を通じて、取締

役会における秘匿性の高い意思決定に関わるケースほど、従業員が参加することによる労使コ

ミュニケーション上の意義が失われることを証明している。またKaufmanandLevine（2000）

は、従業員参加の意義を認めつつも、それが効果的であるためには全員対象であったり強制さ

れるべきものではなく、便益が大きいと判断される場合に選択的に行うべきであり、更には労

働組合の関与を回避する目的では行うべきではないことを挙げている（KaufmanandLevine,

2000,pp.167-172）。また、KnollandRedman（2016）でも、発言と沈黙を相互に排他的なも

のとして扱ってきた先行研究を拡張させて再検討し、雇用者側による発言を制度化することで、

従業員は自発的な発言行動だけではなく円滑な協力関係を妨げるような問題について「協調的

な沈黙（cooperativesilence）」行動をとるため、発言の制度化・強制化には疑問を呈してい

る（KnollandRedman,2016,pp.839-841）。

これらの発言・関与の有効性が条件付きとする研究から言えることは、従業員には常時沈黙

をする状況的な理由があることを前提にしつつ、発言をすることの権限や安全（明確な権限移

譲や強力なリーダーシップによって安全が保証されていることや、発言に伴う実質的・心理的

制裁などの二次的リスクが低いことなど）を保証するような仕組みや上位者との関係があるか

どうかが発言を促す要因だということを示している。

これらの過去の研究に鑑み、従業員による経営への発言・関与の一般的な効果は無条件で業

績改善や企業の持続性につながるとは言い切れないが、組織行動論の面からもゴールアライン

メント効果と人的資本効果に寄与することは十分に実証されていると言えよう。もはや労働経

済学か組織行動論かという分類自体が困難な実証分析が複数あり、両者は既に基本的には融合

的・補完的な関係ということができる。

4.2 沈黙

ここでは、発言行動と表裏一体の関係を有しつつ、一方で単純に発言と対義的関係とは限ら

ない従業員の沈黙行動との関係について、組織行動論の見地から議論されてきたことを整理する。

過去約20年間内外で増加してきた沈黙行動についての研究では、当初は「発言できない状

態」としての沈黙について論考が多く見られ、のちに沈黙の動機がより複雑で細分化できるこ

とに着眼して、組織行動論や心理学的な研究がすすめられている。VanDyneetal.（2003）

は、沈黙は発言をしない状態であるというそれまでの概念とは異なり、従業員の沈黙と発言は

別個の多次元的な概念として捉えた。従業員の沈黙行動の動機を3つのタイプ（黙従的沈黙

acquiescentsilence、防御的沈黙defensivesilence、向社会的沈黙prosocialsilence）に分け、

重要な情報を隠すことが単に発言する意向がない状態とは限らないことを説明した。Brinsfield

（2013）においても、既存の発言の概念では意図的な沈黙の性質や程度が評価できないことか
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ら、従業員の沈黙と発言に関するそれまでの理論的・実証的な研究に基づいて拡張・再検討を

行い、沈黙の動機の6つの側面（効果がないことによるineffectual、人間関係的relational、

防御的defensive、無関心diffident、心が離れたdisengaged、逸脱deviant）が観測できたこ

とを明示している。

VanDyneetal.（2003）の提示した3つの沈黙の動機のうち、ネガティブなものに目を向

けると、黙従的沈黙は上位者との距離があるために下位者が無力と感じてしまい発言できず

にいる状態、防御的沈黙は発言することによって生じうるリスクを回避して立場を保持する

ための沈黙行動である。またBrinsfield（2013）によるところの発言しても効果がないこと

（ineffectual）を見越した沈黙行動は、沈黙することによる正の効果ではなく、発言をしても

効果がないか負の効果が生じてしまうことを認識していることが念頭にあることになる。また

無視・無関心（diffident）によるものや心が離れた（disengaged）沈黙は、組織への忠誠に

基づく発言の効果や向社会的沈黙の必要性をもはや感じないことによって取り得る行動である。

これらは、発言と対立的な意味においての沈黙の動機にあたる。

一方、全ての沈黙行動がネガティブな動機によるとは限らない。発言することによって組織

全体の利益につながらないか、人間関係に悪影響を及ぼしかねない場合には沈黙行動をとるこ

とは想像に難くない。これは「言うだけ野暮」なことは黙っているという類いのものであり、

この種の沈黙は誰でも日常的に反射神経的に行っているものである。VanDyneetal.（2003）

の向社会的沈黙やBrinsfield（2013）の人間関係的沈黙がこれにあたる。BilliasandVemuri

（2017）は、複数の国の複数の職場の事例から、どのケースでもこの向社会的沈黙が重要な役

割を果たしており、そこに文化差はほとんど見受けられず、むしろ文化を超えて普遍の価値が

沈黙にあり、良い社会的変化をもたらすためにあらゆる形で沈黙が有益に活用されていること

を説明している（BilliasandVemuri,2017,p.162）。

では、組織が従業員に与える心理的安全やマネジメントのリーダーシップ・従業員との関係

性のタイプによって、従業員の発言行為と沈黙行為の関係はどのようなものになるのか。これ

については複数の心理学的な実証研究が行われており、以下この点について整理する。Detert

andBurris（2007）では、レストランチェーンに勤める3,149人の従業員と223人のマネージャ

に調査を行い、マネージャがいつでも意見を受け付けるような開放的なリーダーシップの行動・

態度が下位の従業員の心理的安全を高め、発言行動を促すことを実証した（DetertandBurris,

2007,pp.880-881）。またHassanetal.（2019）による公務員に向けた調査においても、最も

現場に近いマネージャのリーダーシップを強化することで従業員の信頼を高め、従業員が自身

の仕事をコントロールできるようにして組織アイデンティティが強化され、従業員の沈黙行為

を減らすことを説明している。更にWangetal.（2011）では、銀行員の行動についての調査

に基づき、トップマネジメントと従業員の間の価値観が一致しているほど協調的動機に基づく

発言と沈黙の両方が共存して増加することを明らかにしている。
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一方でLamandXu（2019）は、中国の組織の下位者159人への調査データから、恐怖に基

づく防御的な沈黙と黙従的な沈黙という2つの沈黙について分析し、虐待的な上司は従業員の

防御的な沈黙を促し、権力から距離がある下位者がVanDyneetal.（2003）で示すところの

黙従的沈黙行動をとることを証明している（LamandXu,2019,pp.534-535）。

これらの組織行動論からみた従業員の沈黙行動に関する研究から整理できるのは、開放的な

リーダーシップと下位者への権限移譲が行われている組織においては従業員の発言行動を促し、

また円滑な組織運営のためには「言うだけ野暮」なことについては沈黙する一方、強権的な上

位者の下ではVanDyneetal.（2003）のいう防御的な沈黙行動を、上位者と心理的距離があ

る場合は黙従的沈黙行動をとる、という関係があるという点である。

4.3 沈黙と離脱

ここではVanDyneetal.（2003）が従業員の沈黙行動の動機を分類した3項目と離脱の関

係について検討する。

黙従的沈黙と離脱の関係については、従業員にとって他の選択肢がない、つまり発言も離脱

も現実的ではないから黙従的沈黙を選択するという関係ということができる。この状態が続け

ば、組織への忠誠が減退し、組織に心理的資本が蓄積されにくいだろう。心理的資本とは従業

員個人の前向きな心理状態を指し、これらが業績を向上させると考えられているものである

（Luthansetal.,2015）。

防御的沈黙については、発言をしないことで自身の立場を守る意思があるため、防御的沈黙

行動をとる時点では離脱は選択肢として考慮していないか、必ずしも現実的な選択肢ではない

と認識している可能性が高いが、黙従的沈黙とは異なり従業員にとって離脱の選択肢がない状

態とは限らない。

一方で向社会的沈黙については、関係性の沈黙とも呼ばれ、発言をすることで業務のスムー

ズな進行や組織・社会の関係性を妨げないようにするものである。誰でも世界中で日常的に向

社会的沈黙を使いこなしており、離脱の選択肢とは論理的に関係がないことになる。

上述のとおり、組織行動論の分野においては従業員の沈黙の動機について、沈黙の動機に基

づくモード別、あるいは組織構造的要因（内外の構成員との関係など）に基づくモード別に細

分化された分析が進んでいる。そして昨今の日本において多くの従業員が傾向として沈黙行動

ををとらざるを得ない状況と呼応するのが、黙従的沈黙の説明であることも確認した。

今後の従業員の発言と沈黙に関する研究の発展の方向性として、直接・間接に従業員の発言

を促す（あるいは垂直的・水平的な情報共有の手段として機能する）とされる各種制度（労使

協議制、職場懇談会、各種職場グループ、中期経営計画の策定プロセス、360度人事評価、職

場内サークル活動など）における従業員の発言や沈黙行動の動機や組織構造的要因についての

研究が進められることが俟たれる。これによって、企業統治の重要な利害関係者である従業員
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による多様な発言経路について解明されていくことが期待される。

5 離脱・発言・沈黙と心理的契約

ここまでは従業員の発言・沈黙について労働経済学と組織行動論の両方の側面からどのよう

に議論され、両者がどう補完的かについて整理した。これらは組織のパフォーマンスへの効果

や上位者と下位者との距離・関係性・心理的状態など、因果関係やメカニズムなどについての

説明を行っているが、近年従業員の多くがVanDyneetal.（2003）がいう黙従的沈黙を選択

する状況にあることを説明するにあたり、ここまでの議論において扱ってこなかった視角があ

ると思われる。それは、従業員が黙従的沈黙を選択するに至るまでの時間的な経過を視野に入

れた考察である。ここでは、主に組織行動論の分野で議論されてきた心理的契約の時間的経過・

蓄積による説明を試みる5）。

1960年代に提起され、のち1980年代後半から内部労働市場の崩壊が危惧されていた当時の

米国を中心に盛んに議論されるようになった心理的契約とは、以下のようなものである。従業

員が企業に雇用される際、企業と従業員は雇用契約を結ぶが、その雇用契約は詳細に渡って日々

変化する業務内容や社会情勢を反映させて更新されるものではない。そもそも、契約の全て

が予測であり、予測の全てが契約であるわけではない（allcontractsareexpectations,all

expectationsarenotcontracts）（RousseauandParks,1992,p.8）。ジョブ型雇用と言われ

る現在の多くの米国企業においても、日本のメンバーシップ型雇用といわれるものと比較して

も程度の差こそあれ契約書に将来雇用者と被雇用者の間に起こり得る全てのことを盛り込むこ

とは論理的に不可能である。そのことから、雇用契約を書類上結ぶということは、両者間で書

類には明記されることがない心理的契約を結んでいることになる。心理的契約は、その解釈自

体が双方にとって主観的である。従業員の業務上の貢献が組織に互恵的な義務を負わせている

と認識したとき（またはその逆も）、心理的契約が生じていることになる。心理的契約はあく

までも契約者である企業および従業員の認識であり、相手に対する一方的な期待や義務感を指

す（Rousseau,1989,p.124）。Hirschman（1970）の忠誠と混同しやすい概念ではあるが、忠

誠が従業員から企業に向けた（あるいは逆向きの）一方向的な好意的認識であるのに対して、

心理的契約は双方向で交わしていて各々が自己の責任・義務と相手への期待の両方を認識して

いる、というものである。

心理的契約の定義に則れば、心理的契約の履行は社会的交換関係を成立させ、それが従業員

への期待の履行へとつながる。一方心理的契約の不履行は、社会的交換関係の不成立によって

組織コミットメントの低下をもたらす、という関係である（鈴木,2019,121頁）。こうした従

業員による企業への期待と企業による従業員への期待を前提に、従業員の黙従的沈黙について

説明をすると以下のとおりになる。

従業員の黙従的沈黙は上層部との心理的距離が理由で下位者が発言できないことに起因して
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おり、従業員にとっては企業による心理的契約の不履行と映る。この状態は忠誠を減退させう

る。このことはTurnleyandFeldman（1999）においても、心理的契約の不履行は特に企業

側の都合に則した雇用・賃金・昇進などの人事制度改革を実施している企業に多く見られるこ

とが証明されていて、このことが従業員の忠誠（負の関係）と離脱（正）に大きな影響を、発

言（正）や無視（正）の行動に若干の影響があることを示している（TurnleyandFeldman,

1999,p.917）6）。企業による心理的契約不履行が繰り返され、また雇用の流動性が一定程度存

在していれば、従業員は離脱を選択することになるだろう。

近年は日本における心理的契約についての研究が進んでいて、日本の企業と従業員の関係に

変化が生じていることについて説明している（Morishima,1996;服部,2008;服部,2011など）。

Morishima（1996）では、日本の雇用者と被雇用者の両方が認識する心理的契約に表層と深層

が存在し、表層では雇用者が人事制度改革を行うことを被雇用者も認めながら、深層において

は雇用者側は従業員の福利厚生や離職のリスクなどを気に掛け、従業員側は長期的な企業の方

向性を認めることで短期的な機会の追求（離職など）を回避するという形で相互の心理的契約

が成り立つべきところ、雇用制度の変化によってこの構造が崩れる可能性を示唆している

（Morishima,1996）。また服部（2012）は、日本の人事管理が心理的契約によって支えられて

きたこと、組織構造および人事制度レベルにおける変化が相互義務の不履行の状態にある（組

織と個人の相互義務に相当のギャップが生じている）こと、日本企業の組織構造および人事制

度レベルにおける変化がこれまで心理的契約を機能させてきた組織的条件に変更をもたらすこ

とを挙げ、これらが心理的契約を弱めていることを説明している。これらの論考は、成果主義

的人事評価制度の導入、いわゆるジョブ型雇用制度の導入、非正規雇用の増加など、これまで

「日本的雇用」とされてきた長期的な企業と従業員の関係に楔を打ち込まれたことで、従業員

は企業側が心理的契約不履行の状態を続けていると認識していることを説明している。

本稿で念頭に置く中堅層の従業員は、従来の長期的雇用関係を引きずり、企業に雇用されて

貢献をする以上は企業が従業員に一定の義務を負うという認識でいて、その認識を長期間蓄積

させている。企業の心理的契約の不履行が続いていると従業員に認識されれば、発言・関与の

状況次第では黙従的沈黙を選択し、心理的契約が破綻すれば組織を離脱する、という帰結を想

定できる。

企業は人的資本、社会的資本、心理的資本の3つを元手に経営が行われると言われる。上述

の心理的契約が依拠するのが心理的資本であり、心理的資本には4つの下位概念がある。それ

は（1）挑戦的な仕事を成功させるための自信や効力感（efficacy）、（2）将来の成功に対して

前向きにいられること（optimism）、（3）根気よく目標に向かうための強い意志に裏付けられ

た希望（hope）、（4）困難に直面しても耐え、挽回し、時には従来以上になること（resilience）

である（Luthansetal.,2015）。つまり心理的契約が弱まれば、組織を構成する従業員たちの

efficacy-optimism-hope-resilienceが逓減していくことになる。
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これらのことから、従業員の発言・沈黙と心理的契約の関係について、以下の点を試論とし

て提示したい。

第一に、従来から長期的に組織の中枢で強い心理的契約を背景に企業を支えてきた従業員た

ちは、近年の人事制度改革などによってefficacy-optimism-hope-resilienceが逓減していって

いるということである。この状況を改善させるための発言の機会がなければ、組織に残る従業

員は黙従的沈黙を選択し、組織の長い将来のことを見据えて仕事を行う意欲を失う。また別の

人は徐々に中間年齢層の労働市場が形成されつつあることもあり離脱を選択するだろう。

第二に、現在の多くの企業において中堅層とは異質な心理的契約を持つ比較的若い従業員の

世代が混在していて、心理的契約も一様ではない点である。日本における多くの企業が既に成

果主義的人事評価制度やジョブ型人事制度などを導入しており、若年従業員層にとってはキャ

リアの初めから長期的efficacy-optimism-hope-resilienceを蓄積しにくい環境であり、心理的

契約は相対的に短期的になりやすい。このことから中堅層の従業員の目には、若年層が発言・

関与をしないことが黙従的沈黙というよりもBrinsfield（2013）のいう無関心（diffident）、

あるいは心が離れた（disengaged）沈黙と映るだろう。

第三に、本稿において対象としてきた中堅層については、沈黙はいつでも起こり得ることを

前提にしつつも組織の経営に対して発言する機会があることが、従業員の心理的契約を取り戻

す鍵になると考えられる。一方で若年層については、長期的に従業員のefficacy-optimism-

hope-resilienceを蓄積させるような地道な努力が必要だろう。

心理的契約を企業の側から見れば、企業が元手にする人的資本、社会的資本、心理的資本の

うち、企業内部の経営資源である心理的資本を獲得するために従業員と交わしているものであ

る。つまり企業の立場からすれば、経営資源としての心理的資本を獲得するために、企業側が

心理的契約を履行していると従業員に認識してもらえるような状態を維持することで、業務の

成果や組織市民行動といった企業にとって望ましい行動を促すことができる、と考えられてい

る。企業が獲得する資本の種類のうち、特に持続性があるものが心理的資本である（服部,

2020,172175頁）。

一方、そもそも心理的資本を蓄積することは従業員がポジティブな心理状態でいることが前

提にあり（Luthansetal.,2015）、このことは、従業員のポジティブな心理状況を作れなけれ

ば、明文化されていない従業員の心理的契約は維持できなくなって絵にかいた餅となりかねな

いことを意味する。もしこのような状態になれば、心理的契約は組織が意図的に実態と脱連結

させて作り出す組織ファサード（organizationalfa�ade）と化したり（坪山,2011）、実態を

伴わないことが公然と語られ恒常化して沈黙のまま我慢して受けいれられる組織ブルシット

（organizationalbullshit）になりかねない（Christensenetal.,2019）。

なお、本来このように一括りにできるほど各業界や企業の様相は一様ではなく、また中堅層・

若年層というキャリア上のフェーズ次第でも異なるはずである。しかしながら、組織の改革や
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その背景にある社会的動向によって従業員の発言・沈黙と心理的契約に変化が生じていること

自体は普遍的な現象と言えよう。重要なことは、こうした心理的契約の変化が組織の中核であ

る中堅の従業員に起きていて、またいずれは中堅として組織を担うことになる現在の若年層に

も同様の変化がみられることである。このような現状には対応を急がねばなるまい。

6 結論

ここまでの議論を一覧にまとめると表1のようになり、これが本稿の理論的含意である。要

点は以下の通りである。

第一に、労働経済学の分野においては、主に伝統的労使関係の文脈から従業員の発言の効果・

意義について研究が進められてきた。そのため、そもそも沈黙自体を分析の対象としておらず、

発言をしない状態として沈黙があると捉えられてきた。

第二に、組織行動論の領域においては上位者から下位者への権限委譲、リーダーの特性、上

位者との心理的距離など組織内外の成員の特徴・関係性に応じた発言・沈黙行動についての精

緻な臨床的分析が行われていて、労働経済学の議論を補完できる関係にある。

第三に、従業員の発言・沈黙についての実証的分析においては2つの学問領域の垣根は実質

的に取り払われている。一方で中堅の従業員を主体とした発言および沈黙についての研究は進

んでいない。今後は労使協議制、職場懇談会、中期経営計画の策定プロセス、360度人事評価

などの各種制度や組織構造的要因と中堅の従業員による発言・沈黙行動の関係について解明さ

れていくことが期待される。

第四に、これまでの従業員の発言・沈黙についての労働経済学や組織行動論を通じた因果関

係・メカニズムについての説明に加え、その状態に至る時間的経過を説明するには、心理的契

約の履行・不履行の経緯から発言・沈黙行動の動機と背後にある離脱と忠誠との関係を説明可

能であることを試論として提示した。

本稿における実務的含意は、従業員には常時沈黙をする状況的な理由があること前提にしつ

つ、発言をすることの権限や安全を保証するような仕組み・上位者との関係を構築することで、

従業員の発言を促しやすくなるという点である。バブル崩壊以降の日本経済が抱える根源的・

構造的欠陥として、賃金の停滞がある。内部労働市場が崩れつつある中、これまで長期間組織

に関与してきたシニア従業員と、停滞期しか知らない中堅から若年層との間に処遇や就業意識

のギャップが生じていて、企業が心理的資本を持続的に積み上げてゆくのは容易ではなくなっ

ている。このような状況を打破するためにも、従業員の発言機会が重要と言える。

なお、本稿はあくまでも先行研究に依拠した理念的な試論であり、今後は事例分析を通じた

実証的な研究が進むことが望まれる。特に時間軸で見た心理的契約の蓄積が従業員の発言・沈

黙行動に与える影響を検証することで、不安定性を増す労使コミュニケーションの改善に向け

て示唆が得られることが期待できる。
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表1 本論のまとめ（沈黙行動の動機についてはVanDyneetal.（2003）の分類による）

出所）各種先行研究より筆者作成。



注

1） 本研究は、科学研究費（基盤研究（C）20K01925）の助成を受けました。本論文を作成するにあた

り、大阪市立大学大学院経営学研究科の吉村典久教授、京都大学経営管理大学院の山田仁一郎教授、大

阪市立大学大学院経営学研究科の王亦軒准教授ならびに合同ゼミの皆さまには再三にわたり貴重なご指

導・ご助言を賜りました。また中瀬哲史教授、小沢貴史准教授には論文作成のプロセスにおいて重要な

ご指摘を賜りました。衷心より御礼申し上げます。

2） 例えばハーシュマンも述べている消費者によるブランドへの忠誠についてはneglectしても他の選

択肢が存在する。

3） なお同調査において同期間中の定年を理由とした離職は、男性で全体の5.4％から5.8％に、女性で

全体の1.3％から2.3％に上昇した程度にすぎない（第16表 離職理由別離職者数より筆者計算）（厚生

労働省,2019）。

4） なお離職の「個人的理由」の内訳として、「結婚」「出産・育児」「介護・看護」には1997年以降に

全体の数字に影響を与えるような大きな変化は見られない。

5） 心理的契約について、MilgromandRoberts（1992）では自己拘束的（self-enforcing）な「暗黙の

契約」と表現している（MilgromandRoberts,1992;邦訳369頁）。

6） なおTurnleyandFeldman（1999）では沈黙silenceではなく無視neglectを用いている。
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Summary

This paper provides a theoretical review of previous studies and future pro-

spects regarding the proposition that organizational performance could be im-

proved by reducing information asymmetry between managers and employees

when employees voice their opinions on and engage in corporate governance and

strategy-related matters. Specifically, employee voice and silence behaviors are

discussed from the perspectives of labor economics and organizational behavior;

the paper also discusses how these behaviors complement each other. Moreover,

a provisional perspective of chronological changes in fulfilling or breaching psy-

chological contracts between employers and employees is offered.


